
平成２２年５月２１日 
 

破産法の保全管理命令の発令と保全管理人就任のご挨拶 
 
謹啓 

本日、株式会社エフオーアイ（以下「債務者」といいます。）は、東京地方裁判所に破

産手続開始の申立てをし、それに基づき同裁判所より保全管理命令を受け（東京地方裁

判所平成２２年（フ）第８７００号）、当職が保全管理人に選任されましたので、その旨

お知らせいたします。 
債務者は、平成２１年１１月２０日に東証マザーズに上場しましたが、上場申請時に

提出した有価証券届出書に売上高を過大に計上するなどした虚偽の決算情報を記載し、

１００億円規模の粉飾決算があったとして、平成２２年５月１２日、金融商品取引法違

反容疑で証券取引等監視委員会による強制調査（捜索・差押え）を受けました。同月１

８日には東京証券取引所より整理銘柄に指定され、同年６月１９日に上場廃止となるこ

とが決定したため取引金融機関から預金債権を凍結されたことや、会社の実態は大幅な

債務超過であることなどから事業の継続が困難となり、破産手続開始の申立てに至りま

した。 
当職は、本日より破産手続開始決定までの間、保全管理人として、債務者財産全ての

管理処分権限を有し、財産の調査、管理処分業務等を行うこととなりました。 
就任後間もないこと、また、証券取引等監視委員会による強制調査により、財務関係

データを含む関係書類等ほとんどすべての資料が押収されておりますので、今後、資料

を入手の上調査を進めていきますが、債務者から引き継いだ資料によれば、負債総額は

約１００億円、債権者数は約３３０名（金融機関１８社、社債権者３社、リース債権者

３社、労働債権者１８０名、取引債権者等約１３０社）、株主数は約１万３０００名です。 
今後の対応につきましてはホームページで随時発信していく予定ですので、当職の保

全管理業務につき、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
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